
 

 

 

 

 

 

 指定共同生活援助サービス利用契約 

 重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

社会福祉法人チハヤ会・わたぼうしホーム 

 

 本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される

方に対して、社会福祉法第７６条及び７７条の規定に基づき、当事業所の

概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを説明

するものです。 



 あなたに対する共同生活援助サービス提供開始にあたり、社会福祉法に基づいて当事業所があ

なたに説明すべき内容は次の通りです。 

 

１．サービスを提供する事業者 

名称 社会福祉法人チハヤ会 

所在地 群馬県みどり市笠懸町鹿３６０９番地 

電話番号 ０２７７－７６－２３３５ 

代表者氏名 理事長 田村 尚道 

設立年月 昭和４１年３月８日 

 

２．利用施設 

事業所の種類 指定共同生活援助 

事業所の名称 わたぼうしホーム 

事業所の所在地 群馬県みどり市笠懸町鹿３６１０番地 

連絡先 電話番号  ０２７７－７６－２３３５（本部） 

ファックス ０２７７－７６－９４２３ 

管理者 石戸 悦史 

サービス管理責任者 石戸 悦史 

サービスの実施地域 （特に定めません） 

主たる対象者 知的障害者 

定員 １０名 

開設年月日 平成２１年４月１日 

事業所番号 １０２１２００１２４ 

 

 

３．サービスの目的・運営方針 

目 的 利用者が地域において共同して自立した日常生活または社会生活を営む

ことができるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている

環境に応じて共同生活住居において、入浴、排泄または食事の介護、相談

その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行います。 

運営方針 関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正且つきめの細かな

共同生活援助サービスの提供。 

 

 



４．サービスに係る施設・設備等の概要 

（１）施 設 

わたぼうしホー

ムＡ・Ｂ 

所在地 みどり市笠懸町鹿３６１０－３、３６１０－４ 

 

構 造 木造平屋建て ２棟 

 

敷地面積 ５３６㎡ 

 

延べ床面積 Ａ棟１４１．３２㎡  Ｂ棟１１９．０６㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【わたぼうしホーム】 

わたぼうしホーム 

Ａ・Ｂ 

支援施設 

はーとふるチハヤ 

チアフル＆ 

パステル 



（２）主な設備 

設備の種類 部屋数 備  考 

Ａ棟 

居 室 ５ 各室９．９３㎡（６畳・全個室）、エアコン・物入れ 

食堂・厨房 １ システムキッチン（ＩＨ調理器仕様）・冷蔵庫・炊飯

器・電子レンジ・食器戸棚・食堂テーブル・イス・テ

レビ・インターホン・エアコン・テレビ 

脱衣・洗面所 １ ２人用洗面カウンター・洗濯機 

浴 室 1 ユニットバス・シャワー・手すり 

便 所 ２ 洋便器・ウォシュレット・手洗い・手すり 

事務室 １ 相談室を兼ねる 

玄 関  下駄箱・公衆電話 

Ｂ棟 

居 室 ５ 各室９．９３㎡（６畳・全個室）、エアコン・物入れ 

食堂・厨房 １ システムキッチン（ＩＨ調理器仕様）・冷蔵庫・炊飯

器・電子レンジ・食器戸棚・食堂テーブル・イス・テ

レビ・インターホン・エアコン・テレビ 

脱衣・洗面所 １ ２人用洗面カウンター・洗濯機 

浴 室 1 ユニットバス 

便 所 ２ 手すり・ウォシュレット 

玄 関  下駄箱 

 当事業所では、指定基準を遵守し、以上の施設・設備を設置しています。 

５．サービス提供職員の設置状況 

職 種 員数 常 勤 非常勤 常勤換算 備 考 

 専従 兼務 専従 兼務 

管理者 １  １   ０．１  

サービス管理責任者 １  １   ０．２  

世話人 ６   ４ ２ １．５  

生活支援員 ３ １  １ １ １．６  

当事業所では、指定基準を遵守し指定障害福祉サービスを提供する職員として、上記の職種の

職員を配置しています。 

※ 常勤換算とは・・ 

  職員それぞれの週あたりの勤務延べ時間数の総数を当事業所における常勤職員の所定勤務時

間数（例：週 40時間）で除した数です。 

（ア）各職種の勤務体系 

職 種 勤務体系 

管理者 正規の勤務時間帯（８：３０～１７：３０） 

サービス管理責任者 正規の勤務時間帯（８：３０～１７：３０） 

世話人 別紙勤務表により勤務します。 

生活支援員 別紙勤務表により勤務します。 



夜間及び深夜の時間帯を通じて、必要な防災体制又は利用者に病状の急変その他の緊急の事

態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制を確保し

ております 

 緊急時連絡先（ホーム内各所に掲示しております） 

 はーとふるチハヤ ０２７７－７６－２３３５ 

 石戸自宅     ０２７７－７６－４３３１ 

 大矢自宅     ０２７７－７６－１１９５ 

【夜間の場合】管理者・サービス管理責任者の携帯電話 ０８０－７０７６－７６４２ 

  

６．サービス提供の内容 

（１）訓練等給付費対象サービス内容 

サービスの種類 サービスの内容 

相談及び援助 ・利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、

適切な相談、助言、援助等を行います。 

食 事 ・世話人が栄養と各人の嗜好を考えて、バラエテイーに富んだ献立を工夫

し、提供します。（食材料費及び食事に係る水道光熱費は対象外サービ

スです。） 

排 泄 ・排泄に関する援助を行います。 

入 浴 ・入浴に関する援助を行います。 

着替え・整容等 

・身だしなみ、清潔さには特に注意を払います。 

・利用者の好みにより、希望があれば付き添って購入します。 

・季節による衣替え、整理、整頓。 

活動支援 ・地域行事への参加促進。 

・地域商店への単独買い物等を支援し、自主性を育てます。 

健康管理 

・常時は、世話人等により観察、疾病予防、健康管理に努めます。また、

緊急時必要により、主治医あるいは協力医療機関等に責任をもって引き

継ぎます。 

・利用者が外部の医療機関に通院する場合には、その付き添い等について

配慮します。（付き添い料がかかる場合があります。） 

入院等に関する

支援 

・職員が家族等に代わって入院期間中の支援を行います。但し、入院時支

援加算の算定内とします。 

 

（２）訓練等給付費対象外サービス内容 

 サービスの内容 金 額 

家賃     わたぼうしホームＡ・Ｂ 月２０，０００円 

食材料費 共通 月２１，０００円 

光熱水費／共益費 わたぼうしホームＡ・Ｂ 月１４，０００円 



日常生活上必要

となる諸経費 

 

日常生活品の購入代金等利用者の日常生活に要する

費用で利用者に負担していただくことが適当である

ものにかかる費用。 

○日用品  ○保健衛生品  ○教養娯楽費 

実費 

健康診断等 一般検診・成人病検診・インフルエンザ予防接種等 実費 

 

<サービスの概要> 

 全てのサービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。本事業所のサービス管理責任者が

作成し、利用者の同意をいただきます。なお「個別支援計画」の写しは利用者に交付いたします。 

７．利用料金 

（１）訓練等給付費によるサービスを提供した際は、事業者が訓練等給付費等の給付を市町村か

ら直接受け取る（代理受領する）場合、サービス利用料金（厚生労働大臣の定める基準によ

り算出した額）のうち利用者負担分（サービス利用料金全体の１割を上限）を事業者にお支

払いいただきます。 

 なお、利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サ

ービス受給者証をご確認ください。 

（２）訓練等給付費対象外サービス内容の料金 

 上記「６．サービス提供の内容（２）訓練等給付費対象外サービス内容」の項目をご参照

ください。 

（３）利用料金のお支払い方法 

 前記（１）（２）の料金はサービス利用月末に締め、翌月２０日までに請求します。請求月

の２７日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。 

（ア）当事業所窓口での現金支払い 

（イ）下記指定口座への振込み 

    群馬銀行 笠懸支店  普通預金 ０４３６３２５ 

（ウ）金融機関口座からの口座振替 

    ほとんどの金融機関がご利用いただけます。 

 

８．利用者の記録及び情報の管理等 

（１）利用者へのサービス向上に関する事業所におけるサービス会議や他の事業所との連絡調整

及び緊急時における病院等への連絡などにおいて情報提供が必要となる場合があるため、そ

れらについては別紙個人情報使用同意書に基づき対応いたします。また、記録及び情報につ

いては契約の終了後５年間保管します。 

（２）利用者の個人情報については、個人情報保護法にそった対応を行います。但し、市町村及

び関係機関に情報提供を要請された場合は、利用者の同意（「個人情報使用同意書」による）

に基づき情報提供を致します。 

 



９．緊急時の対応 

  利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに医療機関への連絡等を行います。 

利用者のかかりつけ医療機関 医療機関名： 

診 療 科： 

主 治 医： 

所 在 地： 

電 話 番 号： 

緊 急 連 絡 先① 住  所： 

電話番号： 

氏  名： 

続  柄： 

緊 急 連 絡 先② 住  所： 

電話番号： 

氏  名： 

続  柄： 

１０．要望・苦情等申立先及び虐待防止に関する相談窓口 

（１）要望・苦情等申立先 

 

当事業所 

苦情相談担当窓口 

・窓口担当者  支援員 石戸淳子 

・ご利用時間  ８：３０ ～ １７：３０ 

・電 話 番 号  ０２７７－７６－４３３１ 

・Ｆ Ａ Ｘ  ０２７７－７６－４３３１ 

担当者が不在の場合は、事業所事務所までお申し出ください。 

チハヤ会第三者委員 

久保塚義之 
電話番号 ０２７７－７６－４１１１ 

市社会福祉協議会職員 

岩﨑  満 
電話番号 ０２７７－７６－２０１５ 

元保護司 

大澤はるみ 
電話番号 ０２７７－７６－７７１１ 

元民生員 

みどり市社会福祉課 
・所 在 地 群馬県みどり市笠懸町鹿２９５２ 

・電話番号 ０２７７－７６－０９７５ 

群馬県運営適正化委員会 

（群馬県社会福祉協議会） 

・所 在 地 群馬県前橋市新前橋町１３－１２ 

・電話番号 ０２７－２５５－６６６９ 

・Ｆ Ａ Ｘ ０２７－２５５－６１７３ 

前橋市障害福祉課 

（基幹型相談支援センター） 

・所 在 地 前橋市朝日町３丁目３６－１７ 

・電話番号 ０２７－２２０－５７１４ 

・Ｆ Ａ Ｘ ０２７－２２３－８８５６ 

伊勢崎市 

（基幹型相談支援センター） 

・所 在 地 伊勢崎市西田町７１番地(障害者センター内) 

・電話番号 ０２７０－７５－５７７１ 

・Ｆ Ａ Ｘ ０２７０－７５－５６８８ 



桐生市 

（基幹型相談支援室） 

・所 在 地 桐生市織姫町 1番 1号 桐生市役所 

・電話番号 ０２７７－４６－１１１１ 

・Ｆ Ａ Ｘ ０２７７―４３―０２９４ 

安中保健福祉事務所 

・所 在 地 安中市高別当３３６－８ 

・電話番号 ０２７－３８１－０３４５ 

・Ｆ Ａ Ｘ ０２７－３８２－６３６６ 

富岡保健福祉事務所 

・所 在 地 富岡市田島３４３－１ 

・電話番号 ０２７４－６２－１５４１ 

・Ｆ Ａ Ｘ ０２７４－６４－２３９７ 

太田市 

障害福祉課 

・所 在 地 太田市浜町２―３５ 

・電話番号 ０２７６－４７－１８２８ 

・Ｆ Ａ Ｘ ０２７６－４７－１８４５ 

（２）虐待防止に関する相談窓口 

 

虐待防止に関する 

相談窓口 

・窓口担当者 管理者 石戸悦史 

・ご利用時間 ８：３０ ～ １７：３０ 

・電 話 番 号 ０２７７－７６－２３３５ 

 Ｆ Ａ Ｘ ０２７７－７６－９４２３ 

（３）第三者による評価の実施状況 

第三者による評価 １ あり 実施日  

評価機関名  

結果の開示 １あり  ２なし 

２ なし 

 

 

１１．協力医療機関 

（１）内科・精神科 

医療機関の名称 医療法人岸会 岸病院 

医 院 長 名 高木 正勝 

所  在  地 群馬県桐生市相生町２－２７７  

電 話 番 号 ０２７７－５４－８９４９ 

診  療  科 内科・精神科 入 院 設 備 有 

（２）歯科 

医療機関の名称  

医 院 長 名  

所  在  地  

電 話 番 号  

診  療  科  入 院 設 備  

上記の他、各専門医に協力依頼しております。 



１２．非常災害時の対策 

非常時の対応 別途に定める、消防計画書により対応いたします。 

防災設備 

 

 

・スプリンクラー  有  ・自動火災報知機  有 

・誘 導 灯    有  ・非常通報装置   有 

・消火器      有  

・カ－テン等は防炎性能のあるものを使用しています。 

平時の訓練 
・別途に定める、消防計画書に則り、年２回、避難・防災訓練を、利

用者の方も参加して実施します。 

消防計画 
消防署への届出日：（消防所に確認し備え置き） 

防火管理者   ： 石戸悦史 

保険加入 

事故・災害に備えて、損害賠償保険に加入しています。 

加入保険会社名：株）エヌシーアイ（日本知的障害者福祉協会） 

加入保険内容：知的障害施設総合賠償保険 

 

１３．当事業所ご利用の際に留意いただく事項 

設備・器具の利用 

共同生活住居の設備、器具は本来の用法にしたがってご利用くださ

い。これに反したご利用により破損が生じた場合、賠償していただ

くことがあります。 

喫  煙 全室禁煙です。※喫煙は屋外の決められた場所でお願いします。 

貴重品の管理 

貴重品は、利用者の責任において管理していただきます。自己管理

のできない利用者につきましては、希望により世話人及びバックア

ップ事業所にて管理を致します。 

ペットの飼育 
犬猫等のペットの飼育を希望する場合は、管理者の許可を得て、他

の利用者の迷惑にならないようにしてください。 

火災予防 

火災予防のため、居室内では、エアコン・電気ゴタツ・ホットカー

ペット以外の暖房器具は使用しないでください。また、電気製品等

は適正に使用するなど、火災予防に努めてください。 

１４．夜間支援体制 

夜間及び深夜の時間帯を通じて、必要な防災体制又は利用者に病状の急変その他の緊急の事態

が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制を確保してお

ります 

 緊急時連絡先（ホーム内各所に掲示しております） 

 はーとふるチハヤ ０２７７－７６－２３３５ 

 石戸（管理者）自宅     ０２７７－７６－４３３１ 

 大矢（理事） 自宅     ０２７７－７６－１１９５ 

【夜間の場合】管理者携帯電話 ０８０－７０７６－７６４２ 

わたぼうしホーム 

Ａ・Ｂ 



１５. 虐待の防止について 

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、障害者虐待の防止、障害者の養

護者に対する支援等に関する法律（平成 23年 6月 24日法律第 79号）及び「障害者（児）施設

における虐待の防止について」（平成 17 年 10 月 20 日障発第 1020001 号厚生労働省社会援護局

障害保健福祉部長通知）に準じた取扱いをするとともに、下記の対策を講じます。 

① 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

 虐待防止に関する責任者 管理者  石戸 悦史 

② 成年後見制度の利用を支援します。 

③ 苦情解決体制を整備しています。 

④ 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

１６．秘密の保持と個人情報の保護について 

①利用者及びそ

の家族に関す

る秘密の保持

について 

 

 事業者は、利用者及び家族等の個人情報について「個人情報の保護に関す

る法律」及び厚生労働省が策定した「福祉関係事業者における個人情報の適

正な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるもの

とします。 

○ 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提

供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三

者に漏らしません。 

○ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後におい

ても継続します。 

○ 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させ

るため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密

を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 

②個人情報の保

護について 

○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当

者会議等で使用する等、他の障害福祉サービス事業者等に、利用者等の個人

情報を提供しません。また利用者の家族の個人情報についても、当該利用者

の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用

する等、他の福祉サービス事業者等に利用者の家族の個人情報を提供しませ

ん。 

○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙に

よるものの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもっ

て管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示

することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合

は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うも

のとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となり

ます。) 



１７．緊急時の対応方法について 

① サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治

の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも

連絡します。 

 ② 上記以外の緊急時において、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に、下記

の対応可能時間に連絡を受けた際は、利用者の状態に応じて、必要な対応を行います。 

連絡先：電話番号 080-7076-7642  (対応可能時間 24時間) 

 

１８．事故発生時の対応方法について 

利用者に対する共同生活援助の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、利用

者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、利用者に対する共同生活援助の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速やかに行います。 

 

１９．事業継続計画について 

  事業継続計画（BCP）の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続

して共同生活援助支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画

に従い必要な研修及び訓練を実施していきます。 

 

２０．衛生管理について 

  感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、

対応指針等を作成し掲示を行います。また研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努め

ていきます。 

その他 

当事業所は、適切な障害福祉サービスが提供できるよう従業者の業務体制を整備するととも

に、資質向上をはかるために研修の機会を次のとおり実施しています。 

  （１）採用時研修  採用後 1ヶ月以内 

  （２）継続研修   年 2回以上 

 

２１.利用料金 

（１）自立支援給付費対象サービスの利用料金・各種加算（別紙にて） 

※ １単位は、10円。 

※ 別紙：該当する項目の利用日数に応じたサービス料金の 1割が利用者負担額になりますが、

利用者世帯の収入状況に応じて市町村長が定めた利用者負担上限月額が各月の上限になり

ます。 

 



（２） 自立支援給付費対象外のサービス利用料金 

項   目 金  額 

昼食弁当代 実 費 

イベント参加費 実 費 

その他個別の嗜好による生活品等 実 費 

（３）利用者の選択により提供するサービス利用料金 

項   目 金  額 

コピー料金 
白黒   10円／枚 

カラー  30円／枚 

その他のサービス 実 費 

 

当事業所は、サービスの提供にあたり重要事項について文書を交付し、説明しました。 

 

 令和  年  月  日 

事 業 所 名 社会福祉法人チハヤ会・わたぼうしホーム 

説明者職名 管理者  石 戸 悦 史 

 

私は、本書面に基づいて本重要事項の交付・説明を受け、同意しました。 

  

利 用 者    

住 所 

 

 

 

みどり市笠懸町鹿 3610（わたぼうしホーム） 

氏 名    

後見人・親権者  

住 所 

 

氏 名   

続 柄   

 

 

 



◇利用料金（令和６年）                          【別紙】 

○共同生活援助サービス費(Ⅰ)（６：１の場合）1日につき 

⑴  区分６ 600 単位 

⑵  区分５ 456 単位 

⑶  区分４ 372 単位 

⑷  区分３ 297 単位  

⑸  区分２ 188 単位 

⑹  区分１以下 171 単位  

○共同生活援助サービス費(Ⅱ)（体験利用）1日につき 

⑴  区分６ 717 単位  

⑵  区分５ 569 単位 

⑶  区分４ 481 単位 

⑷  区分３ 410 単位 

⑸  区分２ 290 単位 

⑹  区分１以下 273 単位 

○個人単位で居宅介護等を利用する場合（特例） 

（６：１の場合） 

⑴  区分６ 369 単位 

⑵  区分５ 306 単位 

⑶  区分４ 270 単位 

退居後共同生活援助サービス費 2,000 単位  

退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費 2,000 単位 

 

○人員配置加算（Ⅰ）1日につき 

⑴  １２：１ 区分 4以上 83単位 

      区分 3以下 77単位 

⑵  ３０：１ 区分 4以上 33単位 

      区分 3以下 31単位 

 ○夜間支援体制加算（Ⅵ）30単位 1日につき 

 ○重度障害者支援加算（Ⅰ）360単位 1日につき 

  重度障害者支援加算（Ⅱ）180単位 1日につき 

 ○医療的ケア対応加算 120単位 1日につき 

 ○集中的支援加算（Ⅰ）1000単位 月 4回を限度として 

  集中的支援加算（Ⅱ）500単位 1日につき 

 ○自立生活支援加算（Ⅰ）６月を限度に 1月に 1000単位を加算 

  自立生活支援加算（Ⅱ）入院中 2回 退院後 1回を限度として 500単位を加算 

 自立生活支援加算（Ⅲ）条件により 40単位～80単位 

 


